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認定林業事業体

登録林業経営体

育成林業経営体

●認定・登録制度の種類
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●認定林業事業体とは

項目 認定林業事業体
開始年度 平成８年～

根拠法令等
林業労働力の確保の促進
に関する法律

【第５条】労働環境の改善、募集方法の改善その他の
雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の
事業の合理化を一体的に図るための計画を作成し、
県知事の認定を受けることができる。

主な認定要件

①雇用改善・事業合理化計画の作成

②常雇用2名以上の計画

③各種保険への加入

④就業規則の作成

⑤素材生産2千㎥/年以上
または造林等面積20ha以上

主な支援策等

①雇用管理改善の支援制度
（社会保障費助成、研修の優先受講、就業環境整備費助成）

②事業の合理化の支援制度
（高性能林業機械の貸付、経営強化研修） 3



項目 登録林業経営体 育成林業経営体
開始年度 令和元年～

根拠法令等

森林経営管理法

【第36条】
都道府県は、定期的に、都道府県が定める区域ごとに、
経営管理実施権配分計画が定められる場合に
経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間
事業者を公募するものとする。

林野庁長官通知
（林業経営体の育成についてH30.2.6）

【３の(2)】
都道府県は、当該基準を満たす（登録林業経営体を
目指す）林業経営体を、定期的に、育成を図る林業経
営体として選定するものとする。

主な認定要件

①事業合理化計画の作成
②各種保険への加入
③就業規則の完備

④素材生産１万㎥/年または計画終期までに
２割以上の増産目標を有すること

⑤再造林事業の実績を有すること

⑥経営実績及び将来の経営が安定していると判断
されること

①登録林業経営体の認定要件①～③を将来満たす
計画があること（左記）

②素材生産５千㎥/年または計画終期までに
２割以上の増産の目標を有すること

③今後１年以内に再造林事業の実績が
見込まれること

④将来の経営が安定していると判断されること

主な取消要件

取消しの要件の例示
・選定の申請などに虚偽が確認されたとき
・県税に係る徴収金の滞納処分を受けたとき
・経営者等が暴力団員、又は暴力団等と密接な関係にあると該当するとき
・法令違反等で業務停止命令等を受けたとき
・選定や森林施業において不正又は不誠実であると知事が認めたとき
・知事から求められた報告を怠り、督促通知から2週間提出がない場合
・その他経営体が消滅、又は申出等あったとき

●登録・育成林業経営体とは
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●森林経営管理法とは

資料：「森林経営管理法の概要と所有者不明森林への対応」令和2年8月 林野庁から抜粋

登録林業経営体
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項目 認定林業事業体 登録林業経営体 育成林業経営体

根拠法令等
林業労働力の確保の促進に関
する法律

森林経営管理法 林野庁長官通知

雇用管理改善
・社会保障費助成
・研修の優先受講
・就業環境整備費助成

・社会保障費助成
・研修の優先受講
・就業環境整備費助成

事業の合理化
・高性能林業機械の貸付
・経営強化研修

・高性能林業機械の貸付
・経営強化研修

高性能林業
機械導入支援

高性能林業機械の導入※
補助率1/3(一部4/10)
要件：事業実施から5年以内に素材生産７％増

会社全体の素材生産量 3,000立法㍍/年
直営作業班による植栽及び下刈２０ｈａ以上
直近１か年に再造林の実績

※ 対象機械：
フェラバンチャ、フェリングヘッド式フォーク収納型ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙバケット、
ハーベスタ、プロセッサ、グラップルソー、スイングヤーダ、
タワーヤーダ、集材機、フォワーダ、等

造林機械
導入支援

資材運搬用ドローン
下刈ヘッド
グラップルソー
フェラバンチャ等

研修等支援 森林施業プランナー養成研修補助
新規造林作業者社会保険料負担補助

※ 補助事業等に関するご相談は県の各振興局へお尋ねください。

●事業体の育成にかかる支援策
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項目 登録林業経営体 育成林業経営体

根拠法令等 森林経営管理法 林野庁長官通知

高性能林業
機械導入支援

高性能林業機械の導入※
目 的：素材生産量の増大と生産性の向上意欲ある事業体の育成→県産材の安定供給体制整備
補助率：1/3以内

(スイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロングリーチグラップル、タワーヤーダは 4/10以内)
要 件：事業実施から5年以内に素材生産７％増

会社全体の素材生産量 3,000立法㍍/年以上
直近１か年の直営作業班による植栽及び下刈面積２０ｈａ以上
又は主伐と再造林を一体的に実施する体制をもち、直近１か年に主伐した林地で再造林の実績

※ 対象機械：高性能林業機械
ハーベスタ、フェリングヘッド式フォーク収納型グラップルバケット、グラップルソー、
プロセッサ、フォワーダ、スイングヤーダ、 タワーヤーダ、フェラバンチャ、
フォーク収納型グラップルバケット、
その他高性能林業機械

造林機械
導入支援

目 的：下刈作業の機械化により作業の軽労化、省力化を図るため
補助率：１/２以内（事業費 5,000千円未満）
対象機械等
・資材運搬用ドローン
・下刈ヘッド
・グラップルソー
・フェラバンチャ 等

※ 補助事業等に関するご相談は県の各振興局へお尋ねください。

●事業体の育成にかかる支援策【機械関係】
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●その他の支援策

対象事業体等 名称 内容 備考

認定林業事業体
林業就業環境改善事業 就業環境を改善する施設整備、

無線機、空調服の購入経費助成
県（１/４）、市町村（１/４）

認定林業事業体
(一人親方含む)

蜂毒抗体検査事業 アナフィラキシーショックの検査及
び自己注射薬の処方費の助成

伐採作業従事者
林業担い手育成確保事業 林業労働災害シミュレータＶＲ体験

(伐採作業の危険性を体験する)

登録・育成
林業経営体

新規造林作業者雇用促進 当年雇用した造林作業者の
社会保険料等助成

定額(１万円/月・人）

※ その他、補助事業や研修などについては県庁林務管理課又は各振興局へお尋ねください。
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林業で必要となる資格例
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